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令和８年度 第１回成田市下水道事業運営審議会 会議概要 

 

  

１．開催日時 

令和８年５月１９日（火）午後２時３０分から午後３時４０分まで  

 

２．開催場所 

成田市花崎町７６０番地 

成田市役所 行政棟６階 中会議室 

 

３．出席者 

(1)委員 

加瀬林会長、吉澤副会長、椎名委員、沢田委員、澤田委員 

(2)事務局 

富澤土木部長、平山下水道課長、石橋主幹 

大場主幹、宮本主査、松浪主査 

 

４．議題 

（1）下水道使用料改定概要(案)について 

 

５．議事（要旨）  

(1) 下水道使用料改定概要(案)について 

事務局から、資料を用いて令和７年度第１回及び第２回の審議会のおさらい

並びに県内他団体の料金改定内容及び成田市の料金改定シミュレーションの比

較について説明を行った。 

 

６．下水道使用料改定概要(案)についての質疑応答 

【吉澤副会長】 

使用水量１～２０㎥の世帯は市全体の何％なのか。 

【事務局】 

令和７年度第２回資料４中の調定件数が１年間の件数のため、これを６で除

した件数がおおむねの使用者数と解釈していただきたい。 

全体の調定件数３１万７千５１８件に対し、２か月間の使用水量１～２０㎥

の場合、調定件数１４万４千６０件のため、半分弱がその層の割合となる。 

一般家庭の場合、１か月間２０㎥の世帯をモデルケースとして考えている。 

 

【吉澤副会長】 

では、２か月間の使用水量１～２０㎥の世帯数は全体の半分程度なのか。 

【事務局】 

その通り。 

補足として、資料４は２か月間の使用水量として算定しているため、使用水

量４０㎥がモデルケースとなる。 
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一般家庭の場合、４人世帯をイメージすることが多いが、実際はそれよりも

少ないと思われるため、モデルケースの作り方は今後検討していく。 

 

【澤田委員】 

資料４中、２か月間の使用水量１～２０㎥の場合の使用料が１，６５６円で

あり、１，７６０円に達していないのは、転出や転入などにより１か月間だけ

の使用となることなどによるものか。 

【事務局】 

その通り。 

 

【吉澤副会長】 

どのような形で料金設定していくかという議論は難しく、数字だけを説明し

ても非常にわかりづらい。モデルケースを示すことでイメージをつかみやすく

なる。 

他市の審議会の委員もしているが、八潮市の事故が起きた直後で皆さん値上

げはやむを得ないという方向性は出ていたが、他市との比較だけではなく、こ

の下水道使用料でないと経営がうまくいかないといった説明やモデルケースを

示すなど資料作成を工夫してもらいたい。 

【事務局】 

今後、資料を用意していく。 

 

【加瀬林会長】 

２４．５％という数字が一人歩きしないように、市民の方に十分ご理解いた

だけるような説明をしてほしい。 

 

７．傍聴 

傍聴者    ０人 

 

８．次回開催日時 

令和８年７月頃の開催を予定 

 

以上 


